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開　札 日 令和５年２月１７日

入札方法 電　　子　　入　　札

入　 　札　 　経　 　過　 　調　 　書

件　名 江戸川区立下鎌田地域統合小学校改築に伴う電気設備工事 契約金額（税込み） ¥434,500,000

契約者名 株式会社カイデン（江戸川区篠崎町六丁目２１番１８号） 予定価格（税込み） ¥435,259,000

備　考
　本件入札金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額です。
　本件入札に係る契約金額は落札者の入札金額に100分の10に相当する金額を加算したものです。

入　札　者　名
入札金額
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(B)

株式会社カイデン ¥395,000,000 12.77 38.72 落　札　者

勝田電設工業株式会社 - 辞　退

株式会社サンコー設備 - 辞　退

株式会社丸電　東京営業所 - 辞　退

満点基準価格（消費税抜き） ¥354,765,000 【落札者選定理由】
・社会的要請に関する取組が必ずしも十分でない項目が見られるが、社会的要請点全５０点のうち過半の評価点を得ており、一定の評価ができ
る。
・環境配慮について、積極的に取り組んでいる。
・品質確保への取組について、積極的な提案をしている。

【落札者に対する江戸川区公契約審査会からの附帯意見】
・今回工事及び過去工事の区内下請率について、必ずしも積極的に区内下請業者を採用しているとはいえないことから、今後はより積極的な区
内下請業者の採用を期待する。
・今回の入札において提案した事項は、必要に応じて本改築工事に携わる他工種の事業者と連携し、確実に履行することを求める。

【入札全般に対する附帯意見】
・複数者の入札参加申請があったが、応札が１者にとどまっており、新規参加も含め、多くの事業者の積極的な入札参加を期待したい。

　
　　・社会的要請型総合評価一般競争入札案件
  　・価格点及び社会的要請点は、小数点以下第三位
　　以下を切り捨て、第二位まで表示している。

記事



 

 

対象工事の概要 

 

項目 詳細 

（1） 工事件名 江戸川区立下鎌田地域統合小学校改築に伴う電気設備工事 

（2） 工事場所 江戸川区瑞江四丁目 19 番 10 号 

（3） 工事内容 本工事は、新校舎建設及び校庭整備である。 
 

新校舎建設（工期：契約日の翌日から令和７年２月 28 日まで） 
ア 電灯設備工事 
照明器具 1,557 台、非常灯及び誘導灯 53 台、分電盤 15 面 

イ 動力設備工事 
動力盤４面 

ウ 受変電設備工事 
屋外型キュービクル７連１基 
（単相トランス 100kＶＡ３台、三相トランス 150kＶＡ１台、200k
ＶＡ１台）    

エ 映像音響設備工事 
屋内運動場舞台照明設備一式、屋内運動場音響設備一式、音楽室音響設
備一式 

オ 弱電設備工事 
総合盤一式、電話設備一式、電気時計設備一式、放送設備一式、呼出設
備一式、テレビ共同受信設備一式、警報設備一式、電気錠設備一式、情
報用配線及び配管設備一式、火災報知設備一式、防犯カメラ設備一式 

カ 雷保護設備工事  
雷保護設備一式 

キ 構内配電設備工事 
高圧交流負荷開閉器１台、高圧ケーブル一式、外灯設備工事一式 

ク 発電設備工事 
太陽光発電用設備一式 

ケ 機械警備用配管工事 
機械警備用配管一式 
 

校庭整備（工期：令和７年４月から令和７年８月 29 日まで） 
ア 校庭照明設備工事 
照明器具 20 台、校庭照明盤１面 

イ 屋外倉庫設置工事 
照明器具 21 台、分電盤１面、屋外倉庫用設備一式 

 
※新校舎建設を指定部分と定める。 

（4） 予定価格 395,690,000 円（消費税及び地方消費税を含まない。） 

（5） 工期 契約締結の翌日から令和７年８月 29 日まで 

 

  



 

 

入札参加資格 

 
 

項目 詳細 

(1)地方自治法施行令 地方自治法施行令第 167 条の４第１項の規定による欠格条項に該当しないこと。 

(2)建設業許可 

単独企業の場合には、「電気工事業」の特定建設業許可を受けていること。建設共

同企業体の場合には、第１順位者が「電気工事業」の特定建設業許可を受けており、

第２・第３順位者が「電気工事業」の特定建設業許可又は一般建設業許可を受けてい

ること。 

(３)技術者の配置 

単独企業の場合には、本工事に専任の監理技術者を配置できること。建設共同企

業体の場合には、第１順位者が本工事に専任の監理技術者を配置でき、第２・第３順

位者が本工事に専任の監理技術者又は専任の主任技術者をそれぞれ配置できるこ

と。 

(４)工事成績 

入札公告日から過去２年間に、江戸川区又は東京都からの受注工事（電気）で、

江戸川区請負工事成績評定事務要綱又は東京都工事成績評定要綱に基づく工事成績

評定において 60 点未満の評定を受けていないこと。 

(５)指名停止 江戸川区又は東京都から指名停止を受けていないこと。 

(６)経営状況 経営不振の状態にないこと。 

(７)業者登録 

単独企業又は建設共同企業体の全構成員が、東京電子自治体共同運営電子調達サ

ービス（以下「電子調達サービス」という。）の建設工事等競争入札参加資格におい

て、申請先自治体として「江戸川区」を登録している者であって、「電気工事」を申

込業種として登録していること。 

(８)参加形態 

１）江戸川区内に本店を置く者 

①格付 

■単独企業 

令和３・４年度江戸川区電気工事格付

（以下「区電気格付」という。）Ａの

者であること。※ 

 

 

 

■２者による建設共同企業体 

２者共に区電気格付Ａの者であるこ

と。※ 

 

 

 

 

 

 

 

■３者による建設共同企業体 

第１順位者 

区電気格付Ａの者であること。※ 

第２・第３順位者 

区電気格付Ｂ以上の者であること。※ 

 

 

 

 

 

２）江戸川区外に本店を置く者 

①格付 

■単独企業 

公告日時点の電気工事に係る電子調

達サービスで算出された共同格付が

A-250 位以内かつ最新の経営事項

審査において総合評定値が1,000点

以上の者であること。※ 

 

■２者による建設共同企業体 

第１順位者 

公告日時点の電気工事に係る電子調

達サービスで算出された共同格付が

A-250 位以内かつ最新の経営事項

審査において総合評定値が1,000点

以上の者であること。※ 

第２順位者 

区電気格付Ａの者であること。※ 

 

■３者による建設共同企業体 

第１順位者 

公告日時点の電気工事に係る電子調

達サービスで算出された共同格付が

A-250 位以内かつ最新の経営事項

審査において総合評定値が1,000点

以上の者であること。※ 

第２・第３順位者 

区電気格付Ｂ以上の者であること。※ 

 



 

 

項目 詳細 
②建設共同企業体における出資比率 

■第１順位者 

構成員中最大とすること。 

 

■第２順位者 

２者の場合は 30％以上とすること。 

３者の場合は 20％以上（ただし、区

電気格付 B の場合は 20％）とするこ

と。 

 

■第３順位者 

20％以上（ただし、区電気格付 B の

場合は 20％）とすること。 

②建設共同企業体における出資比率 

■第１順位者 

構成員中最大とすること。 

 

■第２順位者 

２者の場合は 30％以上とすること。 

３者の場合は 20％以上（ただし、区

電気格付 B の場合は 20％）とするこ

と。 

 

■第３順位者 

20％以上（ただし、区電気格付 B の

場合は 20％）とすること。 

(9)機械設備工事との

同時入札参加の

制限 

「江戸川区立下鎌田地域統合小学校改築に伴う電気設備工事」へ入札参加する単

独企業又は建設共同企業体の構成員は、「江戸川区立下鎌田地域統合小学校改築に伴

う機械設備工事」、「江戸川区立下小岩地域統合小学校改築に伴う機械設備工事」及

び「江戸川区立小岩第一中学校改築に伴う機械設備工事」へ入札参加する単独企業

又は建設共同企業体の構成員になることはできません。 

(10)同時期公告の改

築校への入札参

加資格 

「江戸川区立下鎌田地域統合小学校改築に伴う電気設備工事」の入札参加者は、

同時期に公告される「江戸川区立下小岩地域統合小学校改築に伴う電気設備工事」

及び「江戸川区立小岩第一中学校改築に伴う電気設備工事」についても入札参加申

請をすることができます。ただし、受注制限があります。（「26.受注制限」参照） 

(1１)暴力団等排除措

置 
江戸川区暴力団等排除措置要綱による排除措置等を受けていないこと。 

 
※ ただし、その者が本入札に参加する他の単独企業又は建設共同企業体の構成員でないこと。 
 

 


